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研究成果の概要（和文）：　本研究では，工学をベースとし，これに社会学的アプローチを加えて構築してきた
これまでの安全学に，レギュラトリ科学と政策科学的要素を学術基盤として導入することにより，安全安心科学
の学理構築と技術システムの社会実装への方法論を創出することを目的として調査研究を実施した。レギュラト
リ科学，政策科学に基づく新たな安全安心科学を創出するための検証として，これまでの原子力施設，エネルギ
ー貯槽，石油化学プラント等，巨大技術システムの建設，運転，維持管理におけるリスク概念導入，リスクベー
スアプローチの実績とその後の成果について，各種の調査およびヒヤリング等を実施し，その限界について考察
を行った。

研究成果の概要（英文）：In order to create and develop safety science and societal implementation of
 technological systems the concepts of regulatory science and policy science were introduced to 
traditional safety science and engineering which was constructed by adding the societal approach to 
conventional engineering. Risk concepts and risk based approach during construction, operation and 
maintenance of mega technological systems such as nuclear power plants, energy storage and 
petrochemical plants were investigated and discussed from the view point of its limitation.

研究分野： 社会システム工学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 安全と安心は客観的な領域と主観的な領
域というように分類されることもあるが，安
全の国際規格である ISO/IECガイド51（2014）
では，安全は「許容できないリスクから解放
された状態（Freedom from risk which is not 
tolerable）」と定義されており，安全の定義の
中にすでに「許容する」という主観が入って
いる。したがって，現代社会の安全を確立す
るためには，これまでの工学的アプローチだ
けでは困難であることは明らかであり，これ
まで検討されてきた社会学的アプローチに
加え，新たな概念を基盤とする学問体系によ
る社会実装を念頭に置いた体系化が必要で
ある。 
 安全を脅かすハザードも，自然災害，人的
行為，工学的要因と多様な要因への検討が必
要になっている。また，これまでの安全への
アプローチは，人的被害や物理的被害が安全
の主たる対象被害と認識されてきたが，現代
社会においては，ステークホルダーへのイン
パクトのみならず，社会の経済的混乱や生活
への影響も対処すべき対象として検討する
ことが求められていることから，安全向上へ
の対応策も，法規，社会制度設計，組織マネ
ジメント，人材管理，工学的検討という幅広
い学問体系を総合的に運用することが必要
になっている。このように，現代社会の安全
は，リスクの解析，評価，対応のそれぞれの
ステップで，学問的に創造的再構築が求めら
れている。日本学術会議の報告「工学システ
ムに対する社会の安全目標」(2014)にもある
ように，安全が，影響を及ぼす直接の安全事
象に対する学問であるとすると，安心は安全
に関与する組織や制度に対する信頼体系を
構築することによって得られるものあり，安
全安心科学の体系化と社会実装は，産官学協
働に基づき国家が総力を挙げて取り組むべ
き重要な対象である。多様化する社会のリス
クを制御し，安全を確保するためには，複合
的な視点での総合的な対応が不可欠であり，
それらを包括的に論じるための学術基盤と
しての安全安心科学が必要である。 
 
２．研究の目的 
現代社会の安全は，リスクの解析，評価，

対応のそれぞれのステップで，学問的に創造
的再構築することが求められている。安全が，
影響を及ぼす直接の安全事象に対する学問
であるとすると，安心は安全に関与する組織
や制度に対する信頼体系を構築することに
よって得られるものあり，安全安心科学の体
系化と社会実装は，国家が総力を挙げて総合
的に取り組むべき重要な対象である。本研究
では，工学をベースとし社会学的アプローチ
を加えて構築してきたこれまでの安全学に，
レギュラトリ科学と政策科学的要素を学術
基盤として導入することにより，安全安心科
学の学理構築と技術システムの社会実装へ
の方法論を創出することを目的とした。 

本研究では，工学をベースとし社会学的ア
プローチを基軸としてきた従来型安全安心
学を創造的再構築し，レギュラトリ科学（規
制科学）と政策科学を基盤とする新たな安全
安心科学の学理を創生し，技術システムの社
会実装を図るための方法論を創出すること
を目的とする。 
ここでは複数の先端技術システムを例に，

[1]一般市民による潜在リスクとベネフィッ
ト（便益）の認知度調査，[2]科学的不確実性
を考慮した科学的提言の実態調査，[3]科学的
委員会における科学者と行政との役割分担
ならびに社会に対する政策提言の調査を行
い，これらを通じた安全安心科学の体系化に
よる学理創生と新エネルギーの社会実装を
例に方法論を提言する。 
 今日まで，各種の審議会や委員会における
科学者の役割や行政との関係は必ずしも明
確ではなく，また，互いに果たすべき役割を
的確に認識していない場合があり，それがさ
らなる混乱や機能不全を生じた場合もあっ
たと思われる。このような事例分析結果を基
に科学者，専門家への指針を提案して技術シ
ステム分野におけるレギュラトリ科学を展
開するとともに，政策科学を基にイノベーシ
ョンを下支えする科学技術の社会実装を試
み，新たな安全安心科学の創生を目指した。 
 本研究では，従来の安全学，安全工学，リ
スク管理学等を包括する学問分野として安
全安心科学を創出し，その学術基盤として，
レギュラトリ科学[1]と政策科学[2]を導入す
る。これらの学問分野は従来個別に取り扱わ
れており，それらを統合してシステムの安全
や社会の安心に結びつける具体的な研究は
なかった。本研究では，これらの用語の定義
を以下のように定めることとした。 
 [1]レギュラトリ科学（規制科学：Regulatory 
science）とは，規制の策定と実施のために用
いられる科学的知識を指し，通常の実証科学
に対して，社会に応えるべき知見が未実証で
あるような場合に，どう対処するかの「約束
事」を定めるための科学であり，未知のリス
クに対応するための学問分野である。 
 [2]政策科学（Policy science）とは、政府な
どの公的機関が行う政策を改善するための
学問であり，体系的な知識、構造化された合
理性および組織化された創造性を政策決定
の改善のために貢献させることに関わる科
学である（宮川公男，2002）。 
 本研究は，従来，医薬品分野等に限定され
て適用されていたレギュラトリ科学を，一般
の産業施設ならびに社会インフラ等への適
用を検討する，世界に先駆けたレギュラトリ
科学，政策科学の応用研究であり，東日本大
震災以降，我が国が世界に発信すべき最新の
社会安全研究である。 
 さらに，本研究はこれまでの技術システム
の進展を支えてきたリスクベースアプロー
チについて，各種の文献や報告書，一般市民
ならびに有識者へのインタビュー，産業現場



の方々へのアンケート等を通してステーク
ホルダーの視点から科学技術の社会へのイ
ンパクトを検証し，その限界と規制や政策と
の連関について考察する。これは 1980 年代
に導入され，技術システムの分析や設計に大
きな影響を及ぼしてきたリスク概念とその
適用について盲目的に実践されてきたリス
クベース工学を改めて吟味，精査，一般化し，
社会実装を目指す学問分野に発展させると
ころに独創性と斬新性がある。 
 本研究は，現在，おそらく大多数の研究者，
科学技術者が肯定し，その深化を追求しつつ
あるリスクベース工学の位置づけを明確化
し，その功罪と可能性ならびにその限界につ
いて議論をするところに新規研究としての
起点がある。すなわち，考察，議論の先にあ
る「結果」を重要視するのではなく，議論の
「プロセス」の中でその意味や価値をひとつ
ひとつ明確にすることにより，真の意味での
安全・安心を育む社会的側面が理解され，従
来の科学技術的側面にのみ立脚した安全安
心を補完するレギュラトリ科学と政策科学
に基づく安全安心科学の創出が可能となる。 
 東日本大震災以後，巨大技術システムにお
けるリスクやセキュリティに関する議論が
多数行われたが，「リスク概念は技術社会に
おいてどれほどの意味をもつのか？」あるい
は「リスク概念は人類を幸福に導き得る
か？」といった根源的な議論はなされず，議
論の結果，たとえば原子力発電継続の可否や
代替エネルギーの開発等を拙速に求める近
視眼的な議論に終始している。 
 本研究では，科学技術と通話可能な社会科
学としてのレギュラトリ科学と政策科学を
基に「安全」と「安心」について，新エネル
ギーの社会実装を例により本質的な議論を
展開する。その結果としての新時代の安全パ
ラダイムは，我が国の復興・再生を物心両面
から支える大きな拠りどころとなり，今後の
我が国の技術社会，技術文明の進路を示す規
範となるものと考える。 
 
３．研究の方法 
 本研究では，レギュラトリ科学，政策科学
に基づく新たな安全安心科学を創出するた
めの検証としてこれまでの原子力施設や化
学プラント等，巨大技術システムの建設，運
転におけるリスク概念導入，リスクベースア
プローチの実績とその後の成果について，各
種の調査およびヒヤリング等を実施し，その
限界について考察を行う。その結果，リスク
ベース工学の利活用における留意点と本質
安全との比較検討を行う。特にリスクが未実
証な事象の解釈，認知度の相違を明らかにし，
政策決定プロセスとの連関を調査する。次い
で，新時代安全パラダイムの妥当性と適用に
ついて，産業現場の方々との議論を基に，新
エネルギー技術に関する行政との役割分担
議論に発展させ，社会に発信させうるレベル
にまで昇華させ，社会制度に展開する方法論

の提言を試みた。 
 巨大技術システムにおける安全確保のた
めに，従来から工学的手法によるリスクの同
定，発生頻度や影響規模の評価などが行われ
ており，こうしたリスク評価の結果に基づい
て安全性向上のための対策が施され，さらに
その対策の効果についても工学的な評価が
行われつつある。技術システムにおける安全
確保のための一連の活動の重要な課題のひ
とつは，安全目標の設定すなわち，｢どこま
で安全性を追求すれば十分なのか（How safe 
is safe enough ?）｣という問題である｡ 
 原子力施設や種々の化学プラントのよう
な巨大技術システムでは，災害や事故時の影
響がシステムの内部にとどまらず，周辺の住
民や環境に広範かつ壊滅的な影響を及ぼす
ことは周知の通りである｡また，最近では規
制緩和と安全確保の両立という観点からも
社会的に受容される安全水準に関する定量
的な議論のための基盤となる方法論や手法
を整備することが必要となっている｡ここで
は，リスクが未実証な新技術等もあり，政策
決定のためには，ハザードの受け手となる各
ステークホルダー間での科学的知見と規制，
政策を補完するレギュラトリ科学の導入が
必要である。 
 このような社会背景の中，申請者らはこれ
までに，原子力施設，石油化学プラント，航
空機，鉄道等の交通システムに代表される巨
大技術システムについて，社会受容性に基づ
く安全性向上の仮説モデルを提案した。 
 本研究では，まず，このモデルをベースに，
各種技術システムの設計や建設，運転におけ
るリスク概念の導入，リスクベースアプロー
チの実績について，各種調査を行うとともに，
一般市民ならびに各界の有識者ヒヤリング
によって検証を行う。これにより，リスクベ
ースアプローチの限界についての仮説をた
て，議論を提起するきっかけとする。 
 リスクベースアプローチの理念，理論はそ
れ自身，明快な論理を有したものであり，社
会の有する限られた資源を最も有効に活用
する手法として現時点でそれ以上の手法は
見当たらないが，リスクベースはリスクの最
終値のみの規定であるため，モデル設定の自
由度が与えられており，そこに大きな調整幅
があることが本手法の限界であると考えら
れる。したがって，これらの部分を考慮する
と従来の仕様規定のように，本質的な安全を
追求する場合には，中間の自由度を排した決
定論的な規定をする方が効果が高いのでは
ないかとの考えも改めて湧出してくる。 
 この命題について議論するために，まず原
子力施設，化学プラントおよび交通システム
を例に，リスク評価を実施した。事故，災害
リスクとして，それぞれ放射線リスクおよび
化学物質リスクについて発生頻度と影響度
について情報のないリスクについて抽出し，
一般市民ならびに有識者ヒヤリングを行い，
運転実績や事故事例，経済性も考慮して政策



決定に資するリスクベースアプローチの検
証を行った。 
 一方，水素エネルギーに代表されるような
今後構築すべき社会におけるリスクは未実
証な要素を多数含んでおり，従来の法規制の
枠組では解決できないものも多く，未実証な
事象に対する規制，それに基づく政策決定を
実現するために，深化，細分化を進める科学
技術と社会科学を補完するレギュラトリ科
学，政策科学の導入検討を行った。  
 平行して，技術開発と経済性の連関，新技
術の社会的導入と一般公衆の受容度（Public 
acceptance），社会の選択と意思決定プロセス
を取り込んだ安全安心のための科学につい
て検討する。リスクベースと本質安全それら
自身は必ずしも相反する概念ではないが，両
者の経済性や社会受容を包含する基本的概
念を創出し，社会実装への道筋について検討
した。 
 以上の取り組みに続き，[1]震災から復興，
再生を遂げ，将来にわたる持続的な成長と社
会の発展を実現する国，[2]安全かつ豊かで質
の高い国民生活を実現する国を理念とした
第 4 期科学技術基本計画(2011)やエネルギー
基本計画(2014)を念頭に，それまでに創出し
た安全安心科学と新技術の社会実装の方法
について有識者，産業界の安全担当者との議
論を行い，論点を整理した上で，その結果を，
産業界のリーダー，行政官庁ならびに研究機
関の研究者らと議論を行った。 
 具体的には，現在急速に進む新エネルギー
創出における関連技術として，水素エネルギ
ー普及のためのインフラ技術を取り上げ，社
会実装に向けた取組の検証を行った。これら
の検討は，現行法規制の見直しを含む可能性
を含むものであり，そこにレギュラトリ科学，
政策科学の視点から，研究者，技術開発担当
者のみならず，技術管理，組織経営，出資者
を含めた意識改革が迫られることとなり，科
学技術立国を標榜する我が国にとって大き
なインパクトを与えるものとなる。 
 以上の取り組みは，第 4 期科学技術基本計
画，エネルギー基本計画等，我が国の基本政
策に合致するものであり，今後我が国が進む
べき道としての，安全・安心イノベーション
への発展に大きく貢献するものである。 
 
４．研究成果 
 現代社会の安全は，リスクの解析，評価，
対応のそれぞれのステップで，学問的に創造
的再構築することが求められている。安全が，
影響を及ぼす直接の安全事象に対する学問
であるとすると，安心は安全に関与する組織
や制度に対する信頼体系を構築することに
よって得られるものあり，安全安心科学の体
系化と社会実装は，国家が総力を挙げて総合
的に取り組むべき重要な対象である。 
本研究では，工学をベースとし，これに社

会学的アプローチを加えて構築してきたこ
れまでの安全学に，レギュラトリ科学と政策

科学的要素を学術基盤として導入すること
により，安全安心科学の学理構築と技術シス
テムの社会実装への方法論を創出すること
を目的として調査研究を実施した。 
 

 
【本研究のスキームと役割分担】 

 
 本研究では，レギュラトリ科学，政策科学
に基づく新たな安全安心科学を創出するた
めの検証として，これまでの原子力施設，エ
ネルギー貯槽，石油化学プラント等，巨大技
術システムの建設，運転，維持管理における
リスク概念導入，リスクベースアプローチの
実績とその後の成果について，各種の調査お
よびヒヤリング等を実施し，その限界につい
て考察を行った。 
その結果，リスクベース工学の利活用にお

ける留意点と本質安全との比較検討を行い，
その成果を 3 回の公開セミナー，シンポジウ
ム（下記）にて発表し，関係者，聴講者とと
もに討論を展開した。さらに，これらの議論
は，５．に示す雑誌や国際会議，研究集会や
講演会等を通して発信した。 
・2015 年 11 月 30 日「リスク共生社会の視点
から原子力政策を考える」@横浜国大 
・2016 年 12 月 5 日「リスク手法の有効性と
課題を考える」@横浜市情報文化センター 
・2018 年 3 月 26 日「リスク共生社会像の共
創」@横浜市情報文化センター 
 
これらの議論により，エネルギー政策を例

として，新たな社会制度としての法整備の必
要性についても論じた。特に，技術開発の自
由度と活力を損なうことなく，安全・安心で
健全・快適な社会を構築するための科学技術
の新展開を下支えする学術基盤としての新
たな安全安心科学の枠組みを，科学者，技術
者のみならず，異分野の多くの研究者，管理
者，行政担当者，企業家等と構築することを
提唱した。さらに，リスクが未知の先端科学
技術に関するリスク評価を行うためのガイ
ドラインを構築し，公表準備中である。 
これらの成果の一部は申請者らの所属組

織のホームページ等を通じて公開しており，

従来システムの整理検証
原子力，石油化学プラント，交通システム etc.

新エネルギーの社会実装検討
【全員+ヒヤリング等】

レギュラトリ科学と政策科学の導入
による安全安心科学の学理構築

安心
（野口）

安全
（三宅）

信頼性
（澁谷）

法規制
（南川）



シンポジウム当日の参加者とともにホーム
ページ閲覧者からの問い合わせにも対応し，
今後のさらなる議論の論点として整理，検討
を継続している。 
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